
 京都市市民スポーツ会館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年７月８日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市市民スポーツ会館条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市市民スポーツ会館条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 別表第２利用料金の欄中「９４０」を「１，４１０」に、「８３０」を「１，２４０」に、

「５２０」を「７８０」に、「４１０」を「６１０」に改める。 

別表第３ １備考以外の部分中 

「   

を 

「   

に、 

 円 

１００ 

  円 

１００ 

 

 ２００   ２１０  

  」   」 

「     

を 
 マ イ ク ロ ホ ン 

１ 本 に つ き １ 日 
１，３６０  

 無 線 マ イ ク ロ ホ ン装 置 １，３６０  

    」 

「     

に、  マ イ ク ロ ホ ン １ 本 に つ き １ 日 １，４２０  

    」 

   

を 

   

に、 

「   

を 

       ２００  

       ２００  

「   「    ２００  

 ３１０   ３２０   １，３６０  

 ２００   ２１０   ４１０  

 ３０   ３０   １，３６０  

  」   」  ６２０  

          

３０



       ２，６１０  

       ３１０  

        」 

「   

に改める。 

 ２１０  

 ２１０  

 ２１０  

 １，４２０  

 ４３０  

 １，４２０  

 ６５０  

 ２，７４０  

 ３２０  

  」 

 別表第３ ２備考以外の部分中 

「     

を 

 無 線 マ イ ク ロ ホ ン装 置 １ 本 １，４６０  

 電 源 １箇所につき４時間 １００  

 カ セ ッ ト テ ー プ デッ キ 
１ 台 

９４０  

 移 動 式 ワ ゴ ン ア ン プ １，７８０  

 ビ デ オ プ ロ ジ ェ クタ ー 

一 式 

５，８６０  

 オーバーヘッドプロジェクター  ４，２９０  

 テレビ・ビデオテープデッキセット  １，７８０  

    」 

「     

に改め 

 無 線 マ イ ク ロ ホ ン装 置 １ 本 １，５３０  

 電 源 １箇所につき４時間 １００  

 移 動 式 ワ ゴ ン ア ン プ １ 台 １，７８０  

    」 



る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都市市民スポーツ会館条例施行規則（以下「改正後の規則」

という。）の規定による体育室の部分利用に係る料金及び付属設備の利用に係る料金の

承認の申請その他地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者にこれらの

料金を収受させるために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことがで

きる。 

（適用区分） 

３  改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、

同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。 

（文化市民局市民スポーツ振興室） 


